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平成２１年  １月１５日 
           ＮＯ． ３4 

東濃西部少年センター 
  TEL．FAX ２３－３４５５ 

                     

 
 
 

謹 賀 新 年 
      
                東濃西部少年センター 
                      所  長  橋本 俊郎 
                      指導主任  石田 欽一 

                                  事務担当  宮内 峰子 
 
 

新年明けましておめでとうございます 
  各地区の指導員の皆様、関係諸機関の皆様におかれましては､清々しい新年をお迎えの

こととお慶び申し上げます。  
旧年中は地域の青少年、児童生徒の健全育成、非行防止､安全確保に格別のご指導と 

 ご協力を賜りまして誠にありがとうございました。 
本年も引き続き地域の児童生徒、青少年たちが安全で安心して生活できる環境作りの

活動にご指導、ご協力頂きますようよろしくお願い申し上げます。 
 
昨年度も全国各地で青少年が被害者となり、加害者になった事件、事故が多発いたし

ましたが、いじめ問題や金品強要事件などに代表されるように、自分より弱い立場の相

手に危害を加える傾向が多いようです。 
 子どもや弱い立場の人の発信するシグナルを早くキャッチして、救いの手を差しのべる 
 ことが我々大人の務めと強く感じます。 
 
  平成２１年度は警察、学校、県青少年課、市民団体など目的を同じとする関係諸機関

との連携をさらに強化し、地域の青少年たちの安全確保、非行防止活動を進めると共に、

相談業務の資質向上を図り、非行やいじめ、不登校､ひきこもりに苦しむ児童生徒､保護

者の痛みを受けとめ問題解決をはかろうと考えております。   
 指導員の皆様には街頭指導、啓発活動と大変ご苦労をお掛け致しますが、本年度も一層

のご尽力とご協力をお願い申し上げます。      
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二 十 年 中 の 事 業 活 動 ほ う こ く 
 
 
１．少年指導員委嘱式            ５．夏祭り花火大会特別巡回指導 

５月１０日 笠原中央公民館           多治見地区 ８月３日 
          瑞浪地区  巡回なし 
          土岐地区  ８月２日 
 

           ６．全国青少年健全育成強調月間 
                 １１月１日～１１月３０日 
         各地区駅前啓発活動 

２．新任指導員研修会                
  ６月１４日 セラトピア土岐         

          
             
        
         

 
７．各地区研修会・総会  

         多治見地区 １１月８日 
３．全国青少年非行防止強調月間          瑞浪地区  １１月２７日 
    ７月１日～７月３１日              土岐地区  １１月２８日 
    各地区駅前啓発活動               

             
              

           
 
 
 
 

４．夏休み期間中夜間特別巡回指導        ８．岐阜県少年補導員大会  
７月２０日～８月３１日            １１月１４日 岐阜県庁舎大会議室 
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第３８回 岐阜県少年補導員大会 
 
 平成２０年１１月１４日（金） 岐阜県庁２階大会議室において岐阜県少年補導員大会

が開催され、当少年センターから８名が参加しました。 
 岐阜県副知事のあいさつに続き、優良少年補導員の県知事表彰及び補導協会長表彰があ

り、当少年センターから県知事表彰に多治見地区の竹内克太郎氏、谷 敏氏、大安歳博氏

及び村井薫氏の４名が、補導協会長表彰に多治見地区の斎藤昭政氏が受賞しました。 
受賞されました５名の皆様、永年の少年指導活動が認められ本当におめでとうございます。 
これからも青少年の非行防止及び健全育成にご尽力くださいますようお願い申しあげます。 
 本大会の基調講演は、『魂のヴォーカリスト』杉山裕太郎氏が「親子の絆」～たった一言

で変わった俺の人生！！～と題して、自分のこれまでの半生について話されました。 
杉山裕太郎氏は、中学を境に非行に走り始め、順次暴走行為にエスカレートしてどん底

を経験するが、親の一言により和解し、愛情に目覚めて再出発する。 漫画「ＧＴＯ」に

憧れて大学に進学して教員免許等を取得したものの、スターになる夢が捨てきれず、「歌で

世の中の人たちに勇気を与え、日本を元気にしたい！」と音楽活動を始める。その後幾多

の苦難を乗り越え、ライブハウスでのバンド活動、大学での講演ライブ活動、犯罪被害者

遺族の支援活動、映画出演など幅広い分野で活躍し、青少年育成活動にも自分の体験を活

かして意欲的に取り組んでいる。 
 当日の講演も、講師が岐阜県の出身であり、友人

でもある大垣市のバンドマンのギター伴奏による歌

を交えながら、子どもたちが「いかに親の愛情を必

要としている」かをせつせつと語りかけていました。

この講演は、３市の子どもたちの保護者に是非聞い

て欲しいと感じました。 
 
 

 

「青少年健全育成強調月間」の多治見駅前啓発活動 
 １１月の強調月間中、多治見駅前における啓発活動は昨年までありませんでした。 
多治見地区少年指導部は、今年７月の班長会で指導部有志による多治見駅前啓発活動を実

施しようと決め、地区役員を中心に活動計画を推進してきました。 
 当日はあいにくと小雨交じりの曇り空でしたが、

東濃振興局副局長と係長、多治見工業高校ＭＳリー

ダー５名と指導教師、多治見地区少年指導員３７名、

当センター３名の４８名が参加しました。多治見駅

長は休みにもかかわらず参加され、感激していまし

た。 
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一筆啓上 
 

一枚の写真から 
 

多治見地区少年指導員 
竹 内 克 太 郎 

 
  
 
 
 
 
 
 
この写真は、昨年 11 月１４日“第 38 回岐阜県少年補導員大会”の席上で、優良少年補
導員知事表彰を受賞した時の記念の一枚です。 
 平成 10年に始まった広域行政により、三市一町による東濃西部少年センターの発足に伴
い、当時市之倉校区まちづくり市民会議からの推薦を受け（当時各校区 1 名づつ）補導員
として（途中から指導員と変更になる）参加させていただいたのが、今日に至る地域の青

少年健全育成活動に係る第一歩となりました。 
 同時に南姫校区から谷 敏さんが、脇之島校区から大安歳博さんが、そして精華校区か

ら村井 薫さんの三人が各まちづくり市民会議の推薦により共に参加され、当初から同期

として今日までご一緒出来、今回このように四人揃っての受賞となり、その喜びも倍増す

ると共にその責任の大きさにも痛感いたして居ります。 
 私が地区長としてこの 10年間、皆様にご指示いただくことができたのも、この三人の方々
が本部役員として（副地区長谷さん、大安さん・会計村井さん）しっかり支えてくださっ

たのが最大の要因であり、心強い思いで今日まで来ることが出来、大変に有難く喜んでい

るところです。 
 その上、歴代の少年センターの所長さん始め、

大勢の指導員の皆さん、それに関係機関の方々、

全ての皆様のお力添えの賜と心から感謝致して居

ります。 
 たった一枚の写真の中には、この 10年間の思い
出の全てが凝縮していると云っても決して過言で

はございません。  
 ありがとうございました・・・ 
                     代表して県副知事から賞状を受け取る竹内氏 
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 東濃西部少年センターでは、電話とメール、面接による相談を受け付けています。 
 平成２0年４月から１２月までの相談の受付状況は、以下のようになっています。 

 相 談 件 数 
（前年同期比較） 

相 談 内 容 比 較 
          （前年同期比較） 

電 ①小学生  ３ －３ ①非 行  １ ＋１ 

②中学生 １３ －５ ②学 業 ３１ ＋１６ 

③高校生  ２ ＋１ 
④専・大生  １ ＋１ 

③家 庭 １８ －７ 

⑤保護者 ３５ ＋１０ ④交 友 １７ －２ 

⑥一 般 １３ ＋２ ⑤いじめ １４ ＋１ 

話 
 
相 
 
談 

小 計  ６７ ＋６ ⑥健 康 ２１  ０ 

面 接 相 談  ８ ＋８ ⑦その他 １５ －１１ 

メール相談 ４２ －１６ 

合   計 １１７ －２ 

       

合 計 １１７ －２ 

 
 
 相談件数は年々減少傾向にある

なかで、平成２０年度の電話相談は、

保護者の方からの相談が半分以上

あり、前年より６件増加しました。

相談内容では、学業に関する相談が

前年より１６件増加しました。 
 面接相談も８件ありました。 
 
これからも、一つひとつの 

相談に丁寧に対応して、相談される

方の思いをしっかりと受けとめ、一

緒に考えて問題の解決を図ってい

きたいと思っています。 
 
 
 
 
 
 
 

平成２０年度学職別電話相談件数

①小学生
4% ②中学生

20%

③高校生
3%

⑤保護者
53%

⑥　一般
19%

④専・大生
1%

①小学生

②中学生

③高校生

④専・大生

⑤保護者

⑥　一般

平成２０年度相談内容比較

　①非行
1%

　③家庭
15%

　④交友
15%

　⑤いじめ
12%

　⑥健康
18%

　⑦その他
13% 　②学業

26%
　①非行

　②学業

　③家庭

　④交友

　⑤いじめ

　⑥健康

　⑦その他
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多治見署管内  平成２０年 少年非行等の処理状況 

①非行少年等の総数                （平成２０年１月～12月） 

  平成２０年 平成１９年 増 減 ％ 

刑法犯少年（１４歳以上）       １５９ １７３ -１４ -８．１ 

（内女子） ３６ ３２ ４ １２．５ 

刑法犯触法少年（１４歳未満）   ２４ ２４ ０ ０．０ 

（内女子） ５ ８ -３ -３７．５ 

計             １８３ １９７ -１４ -７．１ 

（内女子） ４１ ４０ １ ２．５ 

特別法犯少年（１４歳以上）   ４ ５ -１ -２０．０ 

（内女子） ０ ０ ０ ― 

特別法犯触法少年（１４歳未満）  ８ １ ７ ７００ 

（内女子） ０ ０ ０ ― 

計              １２ ６ ６ １００ 

（内女子） ０ ０ ０ ― 

ぐ犯少年（１４歳未満を含む） ２ ０ ２ ― 

（内女子） ２ ０ ２ ― 

合   計             １９７ ２０３ -６ -３．０ 

（内女子） ４３ ４０ ３ ７．５ 

     

不良行為少年          ２，７６０ ４，２６５ -１，５０５ -３５．５ 

（内女子） ５５７ ８６６ -３０９ -３５．７ 

 

②地区別の刑法犯少年・特別法犯少年・ぐ犯少年（触法少年を含む） 

  平成２０年 平成１９年 増 減 ％ 

多  治  見  市           １１１ １０９ ２ １．８ 

（内女子） ２８ ２１ ７ ３３．３ 

土   岐   市            ５２ ３７ １５ ４０．５ 

（内女子） ５ １３ -８ -６１．５ 

瑞   浪   市            １８ ３１ -１３ -４１．９ 

（内女子） ５ ３ ２ ６６．７ 

 そ の 他 の 市 町 村 １６ ２６ -１０ -２１７．９ 

（内女子） ５ ３ ２ ６６．７ 

合    計             １９７ ２０３ -６ -３．０ 

（内女子） ４３ ４０ ３ ７．５ 


